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宮代町議会定例会議案書 



議案番号 件      名      等 頁 

   

議案第３号 専決処分の承認を求めることについて １ 

議案第４号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について ３ 

議案第５号 宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例に
ついて 

５ 

議案第６号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について １３ 

議案第７号 宮代町立体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例に

ついて 

１６ 

議案第８号 宮代町下水道条例及び宮代町水道事業給水条例の一部を改正
する条例について 

１８ 

議案第９号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例について ２０ 

議案第１０号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例について ２５ 

議案第１１号 宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附条例の一部を改正
する条例について 

２７ 

議案第１２号 宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報
の提供に関する条例の一部を改正する条例について 

２９ 

議案第１３号 町道路線の認定について ３１ 

議案第１４号 宮代町監査委員の選任につき同意を求めることについて ３２ 

議案第１５号 宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることに
ついて 

３３ 

議案第１６号 宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を
求めることについて 

３４ 

議案第１７号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることに
ついて 

３５ 

議案第１８号 令和７年度宮代町一般会計補正予算（第６号）について ３６ 

議案第１９号 令和７年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第３号）に
ついて 

３７ 

   



議案番号 件      名      等 頁 

   

議案第２０号 令和７年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）に
ついて 

３８ 

議案第２１号 令和７年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第３号）
について 

３９ 

議案第２２号 令和８年度宮代町一般会計予算について ４０ 

議案第２３号 令和８年度宮代町国民健康保険特別会計予算について ４１ 

議案第２４号 令和８年度宮代町介護保険特別会計予算ついて ４２ 

議案第２５号 令和８年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算について ４３ 

議案第２６号 令和８年度宮代町水道事業会計予算について ４４ 

議案第２７号 令和８年度宮代町下水道事業会計予算について ４５ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



１ 

議案第３号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

令和７年度宮代町一般会計補正予算（専決第１号）について、別紙のとおり専決

処分したので、その承認を求める。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 衆議院の解散に伴い、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費

を緊急に計上する必要が生じたことから、令和７年度宮代町一般会計予算に２，０９５

万６，０００円を増額し、総額を１４６億９，０１６万４，０００円とすることに

ついて専決処分をしたので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案を

提出するものである。 

 

 



２ 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の

規定により、専決処分する。 

 

   令和７年度宮代町一般会計補正予算（専決第１号）（別冊） 

 

  令和８年１月２３日 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 



３ 

議案第４号 

 

   宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 人事院勧告に準じて町職員の通勤手当の改正を行うため、宮代町職員の給与に関す

る条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

この案を提出するものである。 

 



４ 

宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

宮代町職員の給与に関する条例（昭和３０年宮代町条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第９条の４第２項第２号中「次に掲げる職員の区分に応じ、」を削り、「それぞ

れ次に」を「６６，４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じ

て町規則で」に改め、同号中アからスまでを削り、同条第６項を同条第７項とし、

同条第５項中「自動車等」の次に「及び駐車場等」を加え、同項を同条第６項とし、

同条第４項を同条第５項とし、同条第３項中「月」の次に「（当該月に通勤手当を

支給することが困難な場合として町規則で定める場合にあっては、その翌月）」を

加え、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項第２号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（その所在地及び

利用形態が町規則で定める要件を満たすものに限る。第１号及び第６項において

「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例とするもの

（町規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１）駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超えない範

囲内かつ１箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額の範囲内で町規則で定め

る額 

（２）前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



５ 

議案第５号 

 

   宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 国家公務員等の旅費に関する法律の改正に準じて、宮代町職員等の旅費に関する

条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この

案を提出するものである。 

 



６ 

宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 宮代町職員等の旅費に関する条例（昭和４４年宮代町条例第１０号）の一部を次

のように改正する。 

 目次を削る。 

 「第１章 総則」を削る。 

 第２条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５号までを１

号ずつ繰り上げ、同条第１項に次の１号を加える。 

（５）旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第６条

の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める者（以下この

号において「旅行業者等」という。）であって、町と旅行役務提供契約（旅行

業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供

することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相

当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第８項において同じ。）を

締結したものをいう。 

 第２条中第２項及び第３項を削る。 

 第３条第６項中「、第４項及び第５項」を「及び前２項」に改め、同条第７項中

「町長が定める事情」を「規則で定める事情」に、「町長が定める金額」を「規則

で定める金額」に改め、同条に次の１項を加える。 

８ 第１項、第２項、第４項、第５項及び第６項に規定する場合において、町が旅

行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これら

の項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当

該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 

 第４条第３項中「（取消しを含む。以下同じ。）」を削り、同項中「第５条」を

「次条」に、「変更する」を「発する」に改め、同条第４項を次のように改める。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、規則で定める

旅行命令簿又は旅行依頼簿（旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載すべき事項を記録

した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。第８条において同じ。）を含む。以下この項において「旅行

命令簿等」という。）に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、当該事項を

当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の

記載又は記録をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は

その変更をすることができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに、

旅行命令簿等に当該事項を記載又は記録しなければならない。 

 第４条第５項を削る。 

 第５条第１項中「変更された」を「変更を受けた」に、「本条」を「この条」に

改める。 

 第６条第１項中「、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費」を「、その他の交



７ 

通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費」に改め、同条第２項から第１１

項までを削る。 

 第７条を次のように改める。 

 （旅費の計算） 

第７条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する旅

費の種類及び第９条から第１７条までに規定する旅費の内容に基づき、最も経済

的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上

の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法

により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。 

 第８条から第１１条の２までを削り、第７条の次に次の４条を加える。 

 （旅費の請求手続） 

第８条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行者及び概

算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費

に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書（当該

請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同

じ。）に必要な資料を添えて、これを町長に提出しなければならない。この場合

において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅

費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は

旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受ける

ことができない。 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間

内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。 

３ 町長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内

に、当該過払金を返納させなければならない。 

４ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法

（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って町長が定めるものをいう。）をもって提出することができる。 

（鉄道賃） 

第９条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に

規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第７６号）第１

条第１項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第１２条にお

いて同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第

２号から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うも

のであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

（１）運賃 

（２）急行料金 

（３）寝台料金 

（４）座席指定料金 



８ 

（５）前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移

動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

（船賃） 

第１０条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第２項

に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項

及び第１２条において同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次

に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加

えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の

合計額とする。 

（１）運賃 

（２）寝台料金 

（３）座席指定料金 

（４）前３号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移

動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

（航空賃） 

第１１条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１８

項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。

次項及び次条において同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次

に掲げる費用（第２号及び第３号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて

別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計

額とする。 

（１）運賃 

（２）座席指定料金 

（３）前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により

移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

「第２章 内国旅行の旅費」を削る。 

第１２条から第２２条までを削り、第１１条の次に次の１１条を加える。 

（その他の交通費） 

第１２条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する

費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる費用は、

公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

（１）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般乗合

旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運

送を行うものに限る。）の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃 

（２）道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供す



９ 

る自動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）

を利用する移動に要する運賃 

（３前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第１項の許可を

受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する

費用 

（４）前３号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項の規定にかかわらず、前３条又は前項各号に掲げる運賃若しくは費用を要

する方法によっては旅行の目的を達成し難い場合であって、旅行者が旅行命令権

者の承認を受けて自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具（町の所

有に属するもの及び町が賃貸借契約により賃借するものを除く。職員にあっては

任命権者が定めるところにより登録を受けたものに限る。）を使用して旅行した

場合には、移動に要する費用として、１キロメートルにつき３７円を超えない範

囲内において規則で定める額により算定した額及び当該費用に付随する費用を、

その他の交通費の額とする。 

３ 前項の場合においては、全路程を通算して計算する。 

４ 前項の規定により通算した路程に１キロメートル未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てる。 

（宿泊費） 

第１３条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の

旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）に基づき国家公務員に支給され

る宿泊費を基準として規則で定める額（次条において「宿泊費基準額」とい

う。）とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定め

る場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

 （包括宿泊費） 

第１４条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用

とし、その額は、当該移動に係る第９条から第１２条までの規定による旅費の額

及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。 

 （宿泊手当） 

第１５条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、

その額は、国家公務員等の旅費に関する法律に基づき国家公務員に支給される宿

泊手当を基準として規則で定める１夜当たりの定額とする。 

 （渡航雑費） 

第１６条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費

用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外

国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。 

 （死亡手当） 

第１７条 死亡手当は、職員の外国における死亡（第３条第２項第４号に規定する

場合に限る。）に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、９３万円とす
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る。 

（退職者等の旅費） 

第１８条 第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日か

ら３月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じて、その都

度、任命権者が町長と協議して定める。 

２ 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定す

る期間を延長することができる。 

（遺族等の旅費） 

第１９条 第３条第２項第２号又は第４号の規定により支給する旅費は、出張の例

に準じて、その都度、任命権者が町長と協議して定める。 

（証人等の旅費） 

第２０条 第３条第４項又は第５項の規定により支給する旅費は、特別の定めがあ

る場合を除くほか、任命権者が町長と協議して定める。 

（旅費の支給額の上限） 

第２１条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（第１２条第２項に規定する

場合を除く。）に係る旅費の支給額は、第９条第１項各号、第１０条第１項各号、

第１１条第１項各号及び第１２条第１項各号に掲げる各費用について、当該各号

及び第７条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごと

のいずれか少ない額を合計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について

第７条、第１３条、第１４条及び第１６条の規定により計算した額と現に支払っ

た額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

（旅費の調整） 

第２２条 任命権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅

行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給

した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給

することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必

要としない部分の旅費を支給しないことができる。 

２ 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅

行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と

協議して定める旅費を支給することができる。 

 「第３章 外国旅行の旅費」を削る。 

 第２３条から第３１条の２までを削り、第２２条の次に次の１条を加える。 

（旅費の返納） 

第２３条 町長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこの条例に基づく規

則に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該

旅費又は当該金額を返納させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反して旅費の支給を受けた場
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合には、町長は、前項に規定する返納に代えて、町長がその後においてその者に

対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し

引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。 

 「第４章 雑則」を削る。 

 第３２条及び第３３条を削る。 

 第３４条中「町規則」を「規則」に改め、同条を第２４条とする。 

 別表第１及び別表第２を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の宮代町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後

に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例に

よる。 

 （特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年宮代町条例第１０

号）の一部を次のように改める。 

  第５条を次のように改める。 

  （費用弁償） 

 第５条 特別職職員が会議に出席し、又は公務のため旅行したときは、費用弁償

として宮代町職員等の旅費に関する条例（昭和４４年宮代町条例第１０号）及

びこれに基づく規則の規定による一般職員等に支給する旅費の例により支給す

る。 

 （選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４ 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１０年宮代町条例第１４号）

の一部を次のように改める。 

第２条を次のように改める。 

 （選挙長等の費用弁償） 

第２条 選挙長等が職務のために旅行したときは、費用弁償として宮代町職員等

の旅費に関する条例（昭和４４年宮代町条例第１０号）及びこれに基づく規則

の規定による一般職員等に支給する旅費の例により支給する。 

 （宮代町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正） 

５ 宮代町証人等の実費弁償に関する条例（平成２５年宮代町条例第１号）の一部

を次のように改める。 

  第２条を次のように改める。 

  （実費弁償の額及び支給方法） 

 第２条 実費弁償の額及び支給方法は、費用弁償として宮代町職員等の旅費に関
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する条例（昭和４４年宮代町条例第１０号）及びこれに基づく規則の規定によ

る一般職員等に支給する旅費の例により支給する。 

 ２ 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。 

 ３ 前項に規定するもののほか、実費弁償の支給方法は、宮代町職員等の旅費に

関する条例及びこれに基づく規則の規定により職員に支給する旅費の例による。 

 （宮代町消防団条例の一部改正） 

６ 宮代町消防団条例（平成２３年宮代町条例第１７号）の一部を次のように改め

る。 

  第９条を次のように改める。 

  （費用弁償） 

 第９条 団員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として

宮代町職員等の旅費に関する条例（昭和４４年宮代町条例第１０号）及びこれ

に基づく規則の規定による一般職員等に支給する旅費の例により支給する。 

 



１３ 

議案第６号 

 

   宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

  令和７年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 国民健康保険税の税率等を改定するため、また、子ども・子育て支援金制度の

創設に伴い子ども・子育て支援金分の課税額を規定するため、宮代町国民健康

保険税条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に

より、この案を提出するものである。 

 



１４ 

宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

宮代町国民健康保険税条例（昭和３０年宮代町条例第２２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「「介護納付金」という。）」

の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子ど

も・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」とい

う。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

（４）子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用（埼玉県の国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所

得割額及び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者

（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４

第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１

８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。 

第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）」を「法」に、「１００分の７．３８」を「１００分の７．７０」に改める。 

 第５条中「４０，０００」を「４４，９００」に改める。 

 第６条中「１００分の２．５４」を「１００分の２．７０」に改める。 

 第７条中「１４，４００円」を「１５，９００円」に改める。 

 第８条中「１００分の２．２４」を「１００分の２．３５」に改める。 

 第９条中「１５，７００円」を「１６，６００円」に改め、同条の次に次の３条

を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第９条の２ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の

０．２６を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額） 

第９条の３ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，５８

２円とする。 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額） 

第９条の４ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者

１人について９６円とする。 

 第２３条第１項第１号ア中「２８，０００円」を「３１，４３０円」に改め、同
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号イ中「１０，０８０円」を「１１，１３０円」に改め、同号ウ中「１０，９９０

円」を「１１，６２０円」に改め、同項第２号ア中「２０，０００円」を「２２，

４５０円」に改め、同号イ中「７，２００円」を「７，９５０円」に改め、同号ウ

中「７，８５０円」を「８，３００円」に改め、同項第３号ア中「８，０００円」

を「８，９８０円」に改め、同号イ中「２，８８０円」を「３，１８０円」に改め、

同号ウ中「３，１４０円」を「３，３２０円」に改め、同条第２項第１号ア中「６，

０００円」を「６，７３５円」に改め、同号イ中「１０，０００円」を「１１，２

２５円」に改め、同号ウ中「１６，０００円」を「１７，９６０円」に改め、同号

エ中「２０，０００円」を「２２，４５０円」に改め、同項第２号ア中「２，１６

０円」を「２，３８５円」に改め、同号イ中「３，６００円」を「３，９７５円」

に改め、同号ウ中「５，７６０円」を「６，３６０円」に改め、同号エ中「７，２

００円」を「７，９５０円」に改める。 

附則第３項、第４項及び第６項から第１３項までの規定中「、第８条」の次に「、

第９条の２」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の宮代町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 
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議案第７号 

 

   宮代町立体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例について 

 

 宮代町立体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出す

る。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 宮代町山崎アーチェリー場を廃止するため、宮代町立体育施設設置及び管理条例

の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案

を提出するものである。 
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宮代町立体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 

宮代町立体育施設設置及び管理条例（昭和５９年宮代町条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

第２条の表中宮代町山崎アーチェリー場の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



１８ 

議案第８号 

 

   宮代町下水道条例及び宮代町水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

 

 宮代町下水道条例及び宮代町水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり提出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 地方自治法第２４５条の４第１項に基づく国からの技術的助言に伴い、宮代町

下水道条例及び宮代町水道事業給水条例の一部を改正したいので、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 

 



１９ 

   宮代町下水道条例及び宮代町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 （宮代町下水道条例の一部改正） 

第１条 宮代町下水道条例（平成４年宮代町条例第１９号）の一部を次のように改

正する。 

第７条中「（規則で定める軽微な工事を除く。）は、」を「は、次の各号に掲

げる工事を除き、」に改め、「宮代町下水道排水設備指定工事店規則」の次に

「（平成１０年宮代町規則第２５号）」を加え、同条ただし書を削り、同条に次

の各号を加える。 

（１）規則で定める軽微な工事 

（２）町において実施する工事 

（３）災害その他非常の場合（以下「災害等」という。）において、町長が他の市

町村等の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市

町村長等の指定を受けた者が行う工事 

第１９条第２号中「非常災害」を「災害等」に改める。 

（宮代町水道事業給水条例の一部改正） 

第２条 宮代町水道事業給水条例（平成１０年宮代町条例第１０号）の一部を次の

ように改正する。 

第８条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合（以下「災害等」という。）において、町長

が他の市町村長等又は他の市町村長等が同項の指定をした者が給水装置工事を

施行する必要があると認めるときは、この限りでない。 

第８条第２項中「、指定給水装置工事事業者が」を「給水装置工事を施行する

者（町長を除く。以下「指定給水装置工事事業者等」という。）が、」に改める。 

第９条第２項中「指定給水装置工事事業者」の次に「等」を加える。 

第１３条第１項中「非常災害、水道施設の損傷」を「災害等」に改める。 

第３４条第２項中「指定給水装置工事事業者」の次に「等」を加える。 

第４３条第１１号中「第３４条」を「第３７条」に改める。 

第４４条第８号中「第３４条」を「第３７条」に、「技術士」を「技術上」に

改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



２０ 

議案第９号 

 

   宮代町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和７年度税制改正に基づき、介護保険法施行令の一部を改正する政令が公布

されたことに伴い、宮代町介護保険条例の一部を改正したいので、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 

 



２１ 

宮代町介護保険条例の一部を改正する条例 

宮代町介護保険条例(平成１２年宮代町条例第１２号)の一部を次のように改正す

る。 

 附則に次の２条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１１条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において町内に住所

を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定による町民税の賦課期日に

おいて町内に住所を有する者（同法第２９４条第３項の規定により町の住民基本

台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び次条

第１項において同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれて

いる者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいう。以

下同じ。）の収入金額が５５万千円以上６５万千円未満である者に限る。）の令

和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項（第６号ア、第７号ア、

第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア及び第１２号アに係る部分に限

る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得

金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第

１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の

規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定

する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、

零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第

１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２

８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額に

ついては、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項に

規定する給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額を加えた額によるもの

とし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合

計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等の収入金額が６５万千円以上１６１万９千円未満である者に限

る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項（第６号ア、

第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア及び第１２号アに係る

部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下

「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３

３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４

条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は



２２ 

第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第

２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回

る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に

所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与

所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に１０万円を加

えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得

た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」

とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等の収入金額が１６１万９千円以上１９０万円未満である者に限

る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項（第６号ア、

第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア及び第１２号アに係る

部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下

「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３

３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４

条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第

２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回

る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に

所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与

所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に６５万円から

令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に規定する給与

等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律

（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５の給与

等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給

与等の金額を控除して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるもの

とし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合

計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１２条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条

第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び

全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に

掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の



２３ 

地方税法の規定による町民税が課されている者とみなす。 

（１）令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険

料の賦課期日において町内に住所を有しない者を除く。）であって、令和８年

度分の地方税法の規定による町民税の賦課期日において町内に住所を有するも

の（同法第２９４条第３項の規定により町の住民基本台帳に記録されている者

とみなされた者を含む。） 

（２）地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分

の同法の規定による町民税が課されていない者であって、次のアからウまでに

掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万千円以上６５万千円未満であり、

かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給

与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万千円以上１６１万９千円未満であ

り、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が１０万円

以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９千円以上１９０万円未満であ

り、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５万

円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等

の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前

の所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の金額として、

別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等

の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

（３）地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分

の同法の規定による町民税が課されていない者であって、次のアからウまでに

掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万千円以上６５万千円未満であり、

かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い宮代町

税条例（昭和３１年宮代町条例第４号）第２４条第２項で定める金額から同

年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５

万円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万千円以上１６１万９千円未満であ

り、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い宮

代町税条例第２４条第２項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して

得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９千円以上１９０万円未満であ

り、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い宮

代町税条例第２４条第２項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して

得た額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入



２４ 

金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求

めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して

得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項

の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、

かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１

号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による町民税が課されている者とみな

す。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



２５ 

議案第１０号 

 

   宮代町手数料条例の一部を改正する条例について 

 

 宮代町手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 コンビニエンスストア等に設置の多機能端末機による住民票等の交付等に係る

手数料の見直しを図るため、宮代町手数料条例の一部を改正したいので、地方自治法

第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 

 



２６ 

宮代町手数料条例の一部を改正する条例 

宮代町手数料条例（平成１８年宮代町条例第１２号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第１項第１号中「４５０円」の次に「（多機能端末機（本町の使用に係る

電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、利

用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有す

るものをいう。以下この項において同じ。）を利用することによる交付の場合にあ

っては３５０円）」を加え、同項第１０号及び第１２号中「３００円」の次に

「（多機能端末機を利用することによる交付の場合にあっては２００円）」を加え、

同項中第２０号及び第２１号を削り、第２２号を第２０号とし、第２３号から５４

号までを２号ずつ繰り上げる。 

第３条中「郵便為替法（昭和２３年法律第５９号）第７条に規定する定額小為

替」を「郵政民営化法（平成１７年法律第９７号）第９４条に規定する郵便貯金銀

行が発行する為替証書」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、手数料を納付しようとする者が地方自治法第２３１

条の２の３第１項に規定する指定納付受託者に納付を委託したときは、別に定め

るところにより当該指定納付受託者が当該手数料を納付することができる。 

別表第６中「都市計画法」の次に「（昭和４３年法律第１００号）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月１日から施行する。ただし、第３条及び別表の改正

規定は、公布の日から施行する。 

（多機能端末機による証明書等の交付に係る手数料の特例） 

２ 令和８年５月１日から令和９年３月３１日までの間における第２条第１号、第

１０号及び第１２号の規定の適用については、同条第１号中「３５０円」とある

のは「１０円」と、同条第１０号及び第１２号中「２００円」とあるのは、「１

０円」とそれぞれ読み替えるものとする。 

 



２７ 

議案第１１号 

 

   宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附条例の一部を改正する条例について 

 

 宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり提出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 地方創生応援税制に係る寄附金を宮代まちづくり基金として積み立てできるよう

にするため、宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附条例の一部を改正したい

ので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するもので

ある。 

 



２８ 

宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附条例の一部を改正する条例 

宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附条例（平成２０年宮代町条例第１６

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「個人又は団体」を「個人、団体又は企業」に改める。 

第２条中第４号を第５号とし、第１号から第３号までを１号ずつ繰り下げ、同条

に次の１号を加える。 

（１）地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第２号に規定するま

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う事業 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



２９ 

議案第１２号 

 

   宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例について 

 

 宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を別紙のとおり提出

する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１

９条第８号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の改正に伴い、宮代町行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正したいので、地方

自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 

 



３０ 

宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例 

 宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年宮代町

条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の８の項中 

「  

」を削り、同表の１２の項中 

地方税関係情報であって規則で定める

もの 

 「母子保健法による妊娠」を「母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）による妊

娠」に、「予防接種法」を「予防接種法（昭和２３年法律第６８号）」に、「健康増

進法」を「健康増進法（平成１４年法律第１０３号）」に、「ひとり親家庭医療費助

成条例」を「宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例」に、「子ども医療

費助成条例」を「宮代町こども医療費支給に関する条例」に、「重度障害者医療費助

成条例」を「宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例」に改め、 

「  

」を削る。 

妊産婦医療費助成条例による医療費支

給関係情報であって規則で定めるもの 

老人（高齢者移行）医療費条例による

医療費支給関係情報であって規則で定

めるもの 

    附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



３１ 

議案第１３号 

 

   町道路線の認定について 

 

 次のとおり町道路線を認定することについて、議決を求める。 

整理

番号 
路線名 

起  点 重要な 

経過地 終  点 

１ 第１６６１号線 
宮代町大字須賀字下堤外１７１０番３３地先 

 
宮代町大字須賀字下堤外１７１０番２８地先 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 大字須賀字下堤外地内の宅地造成により町に寄附される道路を、町道路線に認定

したいので、道路法第８条第２項の規定により、この案を提出するものである。 

 



３２ 

議案第１４号 

 

   宮代町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 次の者を宮代町監査委員に選任することについて同意を求める。 

１ 住  所                         

２ 氏  名  宮 﨑 修 一 

３ 生年月日              

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 新たに宮﨑修一氏を宮代町監査委員に選任したいので、地方自治法第１９６条

第１項の規定により、この案を提出するものである。 



３３ 

議案第１５号 

 

   宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 次の者を宮代町公平委員会の委員に選任することについて同意を求める。 

１ 住  所                      

２ 氏  名  田 口 寿 美 子 

３ 生年月日             

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 現公平委員会の委員である田口寿美子氏を引き続き公平委員会の委員に選任したい

ので、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、この案を提出するものである。 

 



３４ 

議案第１６号 

 

   宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 次の者を宮代町固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて同意を求

める。 

１ 住  所                       

２ 氏  名  横 手 敏 夫 

３ 生年月日             

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 現固定資産評価審査委員会の委員である横手敏夫氏を引き続き委員に選任したい

ので、地方税法第４２３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 



３５ 

議案第１７号 

 

   宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                      

２ 氏  名  大 澤 亨 

３ 生年月日             

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 新たに大澤亨氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 



３６ 

議案第１８号 

 

   令和７年度宮代町一般会計補正予算（第６号）について 

 

 令和７年度宮代町一般会計補正予算（第６号）を別冊のとおり提出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 国補正予算による普通交付税の追加交付、須賀小学校建設準備金の基金への積立

のほか、各種事業実績の確定に伴う事業費の増減などに伴い、令和７年度宮代町一般

会計予算から１億３，６２９万５，０００円を減額し、総額を１４５億５，３８６万

９，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、

この案を提出するものである。 

 



３７ 

議案第１９号 

 

   令和７年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

 

 令和７年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出

する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 繰入金及び疾病予防事業費等の確定に伴い、令和７年度宮代町国民健康保険特別

会計予算から２，８１４万８，０００円を減額し、総額を３３億３，９２８万

５，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、

この案を提出するものである。 

 



３８ 

議案第２０号 

 

   令和７年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

 

 令和７年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和７年度税制改正に基づく介護保険システムの改修に伴い、令和７年度宮代町

介護保険特別会計予算に９３万５，０００円を増額し、総額３５億９，８６１万円

とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出

するものである。 

 



３９ 

議案第２１号 

 

   令和７年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について 

 

 令和７年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提

出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 繰入金及び後期高齢者医療広域連合への保険料納付金の納付見込額の増に伴い、

令和７年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算に２，１９５万６，０００円を増

額し、総額を７億４，７６１万３，０００円とすることについて、地方自治法第２

１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 



４０ 

議案第２２号 

 

   令和８年度宮代町一般会計予算について 

 

 令和８年度宮代町一般会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和８年度宮代町一般会計予算の総額を１６５億５，２００万円とすることに

ついて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



４１ 

議案第２３号 

 

   令和８年度宮代町国民健康保険特別会計予算について 

 

 令和８年度宮代町国民健康保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和８年度宮代町国民健康保険特別会計予算の総額を３３億６，６７８万

８，０００円とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定によりこの

案を提出するものである。 

 

 



４２ 

議案第２４号 

 

   令和８年度宮代町介護保険特別会計予算について 

 

 令和８年度宮代町介護保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和８年度宮代町介護保険特別会計予算の総額を３４億８，０５３万１，０００円

とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、この案を提出

するものである。 



４３ 

議案第２５号 

 

   令和８年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算について 

 

 令和８年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和８年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算の総額を８億３，００７万

２，０００円とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、

この案を提出するものである。 

 

 



４４ 

議案第２６号 

 

   令和８年度宮代町水道事業会計予算について 

 

 令和８年度宮代町水道事業会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和８年度宮代町水道事業会計予算の収益的収入及び支出のうち収益的収入の

予定額を８億１，７０７万７，０００円とし、収益的支出の予定額を９億３，６３１万

３，０００円とすることについて、また、資本的収入及び支出のうち資本的収入の

予定額を９，７１８万８，０００円とし、資本的支出の予定額を５億８，１４７万

８，０００円とすることについて、地方公営企業法第２４条第２項の規定により、

この案を提出するものである。 

 

 



４５ 

議案第２７号 

 

   令和８年度宮代町下水道事業会計予算について 

 

 令和８年度宮代町下水道事業会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和８年度宮代町下水道事業会計予算の収益的収入及び支出のうち収益的収入の

予定額を１１億６，２４９万６，０００円とし、収益的支出の予定額を１１億

４，１４２万５，０００円とすることについて、また、資本的収入及び支出のうち

資本的収入の予定額を７億７，５３２万５，０００円とし、資本的支出の予定額を

８億９，３１２万７，０００円とすることについて、地方公営企業法第２４条第２

項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 

 


